
 

1 

 

 

 

国民健康保険被保険者証の交付終了について 

 

 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(番号法）の改正により、令和 6年 12 月 2 日より国民健康保険被保険者証

(保険証)の交付が終了し、マイナ保険証を基本とした仕組みが開始 

 

・すでに交付された保険証についてはその有効期限(当市は最長で令和 7年 9

月 30 日)まではこれまで同様に使用可能 

 

・保険証の有効期限内に、マイナ保険証の保有状況に応じ、「資格確認書」ま

たは「資格情報のお知らせ」を被保険者に交付 

  

・マイナ保険証の有状況に応じた基本的な医療機関の受診方法と交付物につい

ては表 1、表２、表３を参照 

 

表 1 マイナ保険証の保有状況に応じた医療機関の受診方法と交付物 

マイナ保険証

の保有状況 
該当する方 医療機関を受診する方法 

持っていない 

◆マイナンバーカードを取得

していない方 

 

◆マイナンバーカードを取得

したが保険証利用登録をし

ていない方 

資格確認書を使って受診 

※有効期限内の保険証を使っての

受診も可能 

※保険証の有効期限内に申請不要

で「資格確認書」を送付 

持っている 

◆マイナンバーカードを取得

していて保険証利用登録を

した方 

 

※マイナンバーカードの取得

及び保険証利用登録は任意 

マイナ保険証を使って受診 

マイナ保険証が使用できない環境

では資格情報のお知らせ等を併せ

て使い受診 

※有効期限内の保険証を使っての

受診も可能 

※保険証の有効期限内に申請不要

で「資格情報のお知らせ」を送付 
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表 2 資格確認書について 

様式(別紙１) 

サイズ カード型 

材質 ピーチコート 

色 都の色サイクルに従う 

記載事項 ・必須記載事項のみ記載 

・任意事項は記載せず、各種証は現行どおり別途交付 

有効期限 ２年 

更新時期 １０月更新 

高齢受給者証 交付する 

 

表 3 資格情報のお知らせについて 

様式(別紙２) 
サイズ Ａ４ 

材質 紙 

記載事項 ・氏名、記号番号、資格取得日等 

・負担割合、発効期日、有効期限(70 歳以上の被保険者) 

有効期限 70 歳以上１年 70 歳未満なし  

更新時期 ・８月更新(70 歳以上の被保険者) 

 

・新規加入者(社会保険離脱・転入等)への対応について 

加入手続き時はシステムの仕様上、利用登録状況を即時に把握することがで

きない。また、申請者からの聞き取りも正確性を欠く場合があると想定される。

そのため、新規加入者に対しては、暫定的に資格確認書を交付する。 

 

・要配慮者への対応について 

 要介護者や障害者等、介助者が同行して資格確認を補助する必要があるなど

マイナ保険証での受診が困難な場合、申請により資格確認書を交付する。 

 

・ＤＶ被害者等の情報閲覧制限設定者への対応について 

 ＤＶ被害者等で、情報閲覧制限設定者については資格確認書を交付する。 

 

・マイナンバーカードの紛失、更新への対応について 

 マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方については申請により資格確

認書を交付する。 

 

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れへの対応について 

 電子証明書の有効期限経過後３か月間はマイナ保険証として利用可能となっ

ており、３か月経過後も更新が確認できない場合は資格確認書を交付する。 

 

・マイナ保険証利用登録解除への対応について 

マイナ保険証の利用登録解除(紐づけ解除)申請が可能となった。申請者には

資格確認書を交付する。 
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（資料３ 別紙１） 
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（資料３ 別紙２） 

 

 

 


